
■承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度四万十町一般

会計補正予算（第７号）） 

【要旨】 

本議案は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

あると認め、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により令

和４年１月５日付けで専決処分に付した令和３年度四万十町一般会計補正予算第７

号について、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

令和３年 11月 19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

において、新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、

様々な困難に直面した方々に速やかに生活・暮らしを支援する観点から、住民税非課

税世帯等に対し、1世帯当たり 10万円の現金給付を行うとされています。 

これに伴い同年 12月 21日に、国の「令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業費

補助金交付要綱」が改正され、令和３年度の住民税非課税等に住民税非課税世帯等臨

時特別給付金を支給することとなったことから支給対象世帯への迅速な給付を行う

ための予算措置を行ったものです。 

なお、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請期限が令和４年９月 30 日となっ

ているため、翌年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費を計上しています。 

 

【給付金概要】 

〇住民税非課税世帯等臨時特別給付金 

 基準日 ：令和３年 12月 10日 

 対象世帯：①住民税非課税世帯（住民税課税者の被扶養者のみの世帯を除く） 

      ②新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年１月以降に家計

が急変し、住民税非課税世帯と同様の事業にあると認められる世帯 

 支給額 ：１世帯当たり 10万円 

 支給方法：①非課税世帯 

       町 → 給付支給要件確認書（以下、確認書といいます。）を送付 

       対象世帯 → 確認書に必要事項を記入後、町へ提出 

       町 → 確認・審査後に銀行口座へ振り込み 

      ②家計急変世帯 

       対象世帯 → 町へ申請書類を提出 

       町 → 確認・審査後に銀行口座へ振り込み 

 申請期限：①住民税非課税世帯 確認書の発行日から３か月以内 

      ②家計急変世帯 令和４年９月 30日 

 

【補正内容】 

 令和３年度四万十町一般会計補正予算（第７号）第１表歳入歳出予算補正及び第２

表繰越明許費に記載のとおり。 



【新型コロナウイルス対応関連事業一覧】 

 別紙のとおり。 

 

【根拠法令】 

地方自治法（抜粋） 

（専決処分） 

第 179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第 113条ただし書の場合に

おいてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会

の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決

しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分するこ

とができる。ただし、第 162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意

及び第 252条の 20の２第４項の規定による第 252条の 19第１項に規定する指定

都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 

２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議にお

いてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

４ （略） 

 



☞ 新型コロナウイルス対応関連事業一覧 単位：千円

うち臨時交
付金充当額

うち臨時交
付金充当額

うち臨時交
付金充当額

感染拡大防止策と医療提供体制の整備
216,198 51,626 0 0 216,198 51,626 

庁舎等新型コロナウイルス感染症対策備品購入事業
1,985 0 1,985 0 

大正地域振興局庁舎網戸設置事業
715 0 715 0 

新型コロナウイルス感染症対応土佐くろしお鉄道運行支
援事業 2,677 2,677 2,677 2,677 

滞在型市民農園空調設備整備事業
4,100 0 4,100 0 

保育環境改善等事業
550 275 550 275 

新型コロナワクチン接種体制確保事業
153,997 0 153,997 0 

商工業者感染症対策物品購入費補助事業
10,000 10,000 10,000 10,000 

抗原検査キット購入事業
1,155 1,155 1,155 1,155 

学校保健特別対策事業
7,000 3,500 7,000 3,500 

学校施設感染症対策整備事業
24,000 24,000 24,000 24,000 

放課後子ども教室感染症対策事業
1,772 1,772 1,772 1,772 

感染症対策事業（大正診療所）
4,209 4,209 4,209 4,209 

感染症対策事業（特別養護老人ホーム窪川荘）
2,031 2,031 2,031 2,031 

感染症対策事業（特別養護老人ホーム四万十荘）
2,007 2,007 2,007 2,007 

雇用の維持と事業の継続
201,000 160,794 0 0 201,000 160,794 

経営力回復支援事業
90,000 90,000 90,000 90,000 

起業者支援助成事業
10,000 10,000 10,000 10,000 

雇用労働継続支援助成事業
100,000 59,794 100,000 59,794 

修学旅行中止等に伴う保護者負担支援事業
1,000 1,000 1,000 1,000 

経済活動の回復
254,787 12,600 391,000 0 645,787 12,600 

住民税非課税世帯等臨時特別支援事業
0 0 391,000 0 391,000 0 

子育て世帯臨時特別支援事業
205,000 0 205,000 0 

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業
16,100 0 16,100 0 

ネット利活用特産品情報発信・販売事業
18,932 0 18,932 0 

観光施設改修事業
14,755 12,600 14,755 12,600 

強靭な経済構造の構築
8,004 0 0 0 8,004 0 

テレワーク構築事業
4,602 0 4,602 0 

公金キャッシュレス決済構築事業
1,492 0 1,492 0 

滞在型市民農園インターネット設備整備事業
1,910 0 1,910 0 

新たな日常への取組
121,730 12,334 0 0 121,730 12,334 

マタニティママ支援事業
500 500 500 500 

コワーキングスペース整備事業
109,396 0 109,396 0 

ＩＣＴ教育推進事業
11,834 11,834 11,834 11,834 

801,719 237,354 391,000 0 1,192,719 237,354 

【参　考】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付見込額 237,354 

0 

（※）当初限度額 2億1,414万7千円 ＋ 追加交付分 2,320万7千円
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